
車両の処分予告 
 

 

 「 宮 城  ５ ０ ３  ふ  ９ ０ ７ ７ 」は 、当 該 駐 車 場 管 理 規 程 第 ３ ０ 条 で 定 め て い る「 引 取 り
催 告 の 期 限 内 に 引 取 り が な さ れ て な か っ た 車 両 」 に 該 当 して い ま す。  
 こ の た め 、 催 告 を し た 令 和 ７ 年 ６ 月 ３ ０ 日 か ら ９ ０ 日 を 経 過 し た 後 、 同 管 理 規 程 第 ３
０ 条 に よ り 、 車 両 を 処 分 い た し ま す。  当 車 両 の 使 用 者 は 、 早 急 に 車 両 を 出 場 さ せ て く
だ さ い 。   
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